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スイスとドイツにおける有限責任個人

企業の立法論について

泉 田 栄

はじめに

有限責任個人企業の立法論は世界に散在しているところであるが，本稿はス

イスとドイツにおける立法論（その批判を含む〉を概観することにする。有

限責任個人企業Aに関する Piskoの法案とリヒテンシュタインの人及び会社法

(PGR）は，スイスとドイツの立法論に強い影響を与えているが，これらは既

に別稿で検討を行なっているから，それを参照されたい。

Il スイスの議論

(a) スイスでは Speiserが，合名会社の社員の資本出資を検討した1890年の

論文で，ベルリン商人長老者会（Aeltestenkollegiumder Berliner Kaufmann-

schaft）がプロイセン商工大臣に1888年に提出した有限会社（Gesellschaftmit 

beschrankter Haftbarkeit）に関する法案を紹介したのち，次の様に述べて個

人商人に有限責任を認めるべきことを主張したのが同制度の議論の始まりであ

るO 即ち， 「有限会社草案の原則が基づく思想は，個人商人の場合営業財産と

私的財産の岐別がし、かにして有効に実施されるかということとその上個人商人

の責任を営業債務に限定することがし、かにして許されうるかという方法をも示

しているO ……個人商人が営業に払込む資本出資を公告し，且つそれによって

(1) 拙稿「有限責任個人企業に関するピスコの法案とリヒテンシュタインの会社法」『富

大経済論集』 24巻2号 160頁以下。
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営業債務の責任をこの出資に制限することは個人商人にも許されうるものであ

ろう。違反行為の場合の無限責任の威嚇と全く同様に資本出資の存立の保証の

ために合名会社につき提案された処置は，個人商人にも適用されるであろう」

と。

(b) それから 2年後 Wielandは，有限会社を検討した論文でやはり個人商

人に有限責任を認めるべきことを主張した。即ち有限責任の原則は，現行大陸

法では社員が白から会社の業務執行をできない場合にのみ認められている。し

かしドイツによる有限会社法の導入（1892条〉は，有限責任を資本団体だけで

はなく人的団体（人的会社〉にも拡大した。それ故この「新しい立法思想は首

尾一貫して実施される場合には会社営業に停止しないであろう。一度有限責任

は企業における非個人的（unpersるnlich）且つ受動的参加に結合しているとい

う原則が破られるや否や，個人商人の経営に（有限責任を一筆者挿入〉拡大す

ることに反対するし、かなる原則的な疑念ももはや起こされることはできない。

なぜ、ならば合名会社の様な単なる人的団体は，まず第ーにそれと両立しないと

思われるメルクマール，即ち私的財産と営業財産の分離の事実上の不可能性を

個人企業と共有しているからである」。そして近代企業の重要性が増大するに

つれ，個人商人はその営業部門を使用人に任せることを余儀なくされるから，

「（有限責任を一筆者挿入〉個人企業から除外することは，会社営業の不当な

特権化である」。従って「それは債務法の改正の際に立法者によって考慮に入

れられるべきである」と。

(C) 他方1893年4月29日にはスイス商工会議所の代表者総会（dieDelegier・

(1) Paul Speiser, Die Kapitaleinlage der Kollektivgesellschafter, in Zeitschrift for 

schweizerisches Recht, Neue Folge IX (1890), S. 327 (344f.) 

(2) Karl Wieland, Die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, in Zeitschrift fiir 

schweizerisches Recht, Neue Folge XIV (1892), S. 205 (206）.なお Wieland,Han-

delsrecht, Bd. 2, Miinchen und Leipzig, 1931, S. 385 £., 389参照。

(3) Wieland, ZSRXIV, S. 207£. 

(4) Wialand, ZSRXIV, S. 220. 
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tenversammlung des Schweizerischen Handels-und Industrievereines; I’ass-

emblee des deligues de I' Association suisse pour le commerce et I' industrie 

において一人の代表者から，債務法の改正の際に個人企業家に有限責任を認め

る規定を導入することを主張することが適当であるか否かを商工会議所が調査

するよう提案がなされている。

(d) その後1925年に債務法改正の専門委員会のメンパーの一人であった Eg-

ger博士は，委員会でリヒテンシュタインの有限責任個人企業に関する法案に

触れ，次の様に述べた。即ち， 「私は有限会社の導入に賛成する。多分この新

しい会社形態の必要性は，我々が株式会社のために非常に自由な立法を所有し

ているとしづ事実によって弱められているO いずれにしても責任を制限する必

要性はそこにあるO 有限責任を狙うこの傾向は，会社に関してのみならず，ま

た個人商人に関しても存在しているO ここに一人会社設立の原因が存在してい

るO それ故学説でそこから結論を引き出しこのような一人会社の創造に訴え

ることを余儀なくされないために，個人商人が責任を一定額に制限することを

許すことが要求されているO 多分この思想は今までいかなる部分も実施計画に

移されたことはなかった。しかしながら偽（pseudo）株式会社を抑制すること

に向かう草案がリヒテンシュタイ γに存在しているので、ぁ2」と。しかしその
後有限責任個人企業の問題は委員会で議論されることはなかった。当然のこと

として1928年に公表された債務法第3草案にも同企業に関する規定は含まれて

(5) Pisko, Die beschrankte Haftung des Einzelkaufmann (eine legislatorische Studie), 

in Zeitschrift fiir <las privat-undるffentlicheRecht der Gegenwart, Bd. 37 (1910), 

S. 701, Fuβnote 10; Carry, La responsabilite du commeri;ant individuel, Geneve, 

1928, p. 25 et 26; Ischer, Vers la responsabilite limitee du commeri;ant indivi-

duel, Lausanne, 1939, p. 49; Satanowsky, Tratado de derecho commercial, ][, 

Buenos Aires, 1957, pag. 310. 

(6) Proc色s-verbalde la Commission d’experts, Revision des titres XXIV a XXXIII, 

publie par le Departement de Justice et Police, Berne, 1928, p. 480-481 (cite 

par Ischer, op. cit., p. 58 et 59). 
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いなかった。

(e) このような状態の中で当時ジュネーブ大学法学部講師であった Paul

Carryは， 1928年に出版された「個人商人の有限責任（Laresponsabilite limit白

血 commerc;antindividuel)」という本（本文44頁からなる〉で，有限責任を個

人企業にも認めるべきであるとスイスでは初めて本確的に主張した。しかし具

体的草案を提出するには至らず，論文の後半ではもっばらリヒテンシュタイ γ

の有限責任個人企業制度の紹介が行なわれているO 著書を要約すると以下の通

りであるo

しばしば学説（Ehrenberg,Goldschmidt, Wieland, Pisko）で表明されてい

るところであるが，株式会社，合資会社及び合名会社を吟味すると，社員の責

任の範囲と会社の経営に参加する権利の聞には緊密な相関関係があることがわ

か2。即ち株式会社では，株主はほとんど完全に会社の業務執行から切り離さ
れ，監督権も殆んど不存在であるから，有限責任が極端にまで株主に認められ

るO 合資会社では，無限責任社員が会社の業務執行の任務を引受けるが，有限

責任社員は会社業務を処理する権利も義務も有しなし、。しかし有限責任社員は

会社の内部業務に相当親密な方法で関係しているから，有限であっても，株主

と異なり，合名会社の社員と同様に会社債権者に直接責任を負う。合名会社で

は，全社員が法律によって会社の業務を管理する権利を有しているから，全員

が無限責任を負う。かくして「有限責任の原則は，現行大陸諸立法では，企業

家が白から払込済資本を管理することができず，それを他人の手に委託するこ

とを強制されていると考える法律関係においてのみ一般的に認められた。所有

者がその資本を個人的に利用するや否や，彼等に個人的な干渉や監視の可能性

が提供されるや否や，その全財産をもって企業の結果につき責任があるものと

認められる」と Wieland(ZSRXIV, S. 206）が述べた，思想は， スイス立法の

現状であるO しかし有限会社形態の導入はこの原則を破壊するものであるO な

(7) Carry, op. citリ p.3ー7.

(8) Carry, op. cit., p. 8 et 12. 
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ぜ、ならば，有限会社は内部的観点では合名会社の類型に基づいているにもかか

わらず，社員に， ドイツ法と異なる規制内容ではあるが，有限責任を認めるか

らであるO 有限会社が導入されなければならないのは，小会社が株式会社の形

態を採用するとし、う現象が増大したからであり， 「この発展が経済的な実際の

危険に達することを回避しようとすれば，株式会社の設立を最小会社資本の払

込みと連結させるとともに，その補償として有限会社を提供することが必要で

ある」 (Wielandの文章の引用〉。 ところでドイツ法が有限会社を導入した理

由の一つを強調すれば，近代企業の重要性が増大するにつれて，一人の者が企

業の活動に対して全般的監視と指揮を行使することがますます困難になったと

いう事実であるO 即ち，もしもそのために合名会社において社員間で役割分担

をするとすれば，ある社員の行動により他の社員が監督権を有効に行使しない

ままに無限責任を負担させられる危険性があるため，有限会社を認めたのであ

るO この観念を極端な結果まで拡張するとすれば，同じ議論は個人商人のため

に価値があるO ヴィーラ γ トの言う様に個人商人も企業の部門を従業員にまか

せることを余儀なくされている。また有限責任は企業の業務執行に対する非個

人的 (impersonnelle）且つ受動的参加に結合しているとしづ原則が，有限会社

の導入の結果破られるならば，有限責任を個人商人の企業に拡張することに反

対する重大な異議は存在しなし、。それ故有限責任の利益から個人企業を排除す

ることは会社企業の不当な特権を構成するとする Wielandの見解に賛成であ

る。

ところで個人商人の有限責任の問題は，一人株式会社の問題と関連するO 株

式会社の設立には通説に従って2名の発起人が必要であると考えるO 他方設立

(9) 当時の有限会社法草案は，同会社の全社員は，定款に別段の規定がなければ，会社

の業務執行及び代表を共同で、行使すると規定する一方（art.778 du Projet definitif. 

現行債務法811条〉，社員は，登記された会社資本の全額まで会社の全債務につき連帯

責任を負わなければならないが，資本が払込まれた限度で、この責任から免除されると

規定していた（art.798.現行債務法802条〉。これは現行債務法でも同一である。

(10) Carry, op. cit., p. 14 et 15. V. Wieland, ZSRXIV p. 220. 
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（日｝

後の一人会社を学説・判例は認めているO 株主の実際的複数性を要求するため

には，藁人形の制度を廃止することが必要であるが，
(12) 

あるO しかし一人会社は普通の且つ願わしい現象であるとは決して言えない。

なぜ、ならば株式会社の意外なこの利用の仕方は，株式会社形態の経済的目的と

立法者の意思に応ずるものでもなし、からであるO 株式会社の目無関係であり，

なかんずく資本の集中によって，共同目的の実現に向かった一定の重要

性ある資本を形成することにあるo 立法者の意思は，株主から会社の管理と，

従って，株主の意思で債権者の唯一の担保を構成する会社財産を処分する権限

を奪い取ることであるO この管理権と処分権は逆に株主によって選任され，

的は，

つでも株主によって解任され，株主に対して業務執行の責任を負う取締役に与

えられる。そこから株主と取締役の聞に一定の対立が生じ，この対立が会社の

信用の最もよい基礎と債権者のための最もよい担保を構成する。なぜ、ならば，

債権者と株主の利益はその時一定の程度で結合されるからであるO 株主と債権

者は会社の健全な業務執行と大抵の場合会社資本の完全な維持に同じ利益を有

している。株式会社の内部組織は大部分この対立に頼っているのであるO もし

も株主総会，管理及び監督が一人の手に集中されるならば，藁人形の介入によ

あらゆる保証は消滅する。

かくして無限責任をのがれる排他的な目的で個人企業により株式会社が利用さ

し、

ってであれ，取締役と株主の聞の対立は無くなり，

れることは，株式会社の完全な歪典なくしては，即ち内部組織の完全な骨抜き

なくしては行なわれえないとし、う結論に達する。これは法的に異常な現象であ

り，危険であるO たくさんの個人企業が株式会社に組織変更するのは，有限責

任の利益の恩恵に浴する絶対的な必要性を感じているからであり，法律はこれ

『富大経済論集』 24巻1号1頁以下参照。拙稿「スイス法における一人会社」

Carry, op. cit., p. 19. 

Carry, op. cit., p. 20. 

Carry, op. cit., p. 21. 

Carry, op. cit., p. 22. V. Wieland, ZSRXIV, p. 233 et ss. 

Carry, op. cit., p. 23. 

- 64 -

4
H
4

品

ω，
叫

q

A
勾

凶

4

A

q

〈

（

（

（

（

〈



-463-

らにこの目的を達成するために会社形態を採用する以外の可能性を現在提供し

ていないからであるO この意味で法律の欠歓（une lacune）が存在しているの

である。現在の立法は経済活動に従事する個人を，同じ個人が会社組織の形態

で現われる場合よりも非常に不利に取り扱っているのは明白であるO 何故に2

人の商人が個人的には同じ特権を享受できないときに，彼等が協力するなら

ば，責任を制限することができるのであろうか。有限責任の必要は今や有限会

社の導入を認めつつあるが，個人商人のための有限責任の必要も絶えず増大す

る一人会社の数によって示されているO 一人会社は残念な解決であるから，個

人商人の有限責任を別な風に且つ法的に組織することが可能であるか否かを調

査する必要があるO

ところで有限責任個人企業は，ピスコの草案に大部分基づいて1926年のりヒ

テンシュタイン法で認められるに至った。そこで彼は上述した様にリヒテンシ

ュタイ γ法の紹介を行なった（26頁乃至41頁〉のち，次の様に述べるO 即ち，

リヒテンシュタイン法が有限責任個人企業を導入したのはあまりに最近のこと

であるから，その実際上の価値について判断することができなし、。しかし有限

責任個人企業の規制は，重大な困難があるとしても，不可能ではないというこ

とをそれは示しているO それは宿命的発展の不可欠な段階を示すものであり，

願わしいものと考えるO それにもかかわらずこれに反対する者があるとすれ

ば，債権者のための全く特別の危険を認識するからである。即ち個人商人に有

限責任が認められるならば，その債務を支払うための努力を行なわなくなるの

ではなし、かということである。しかしこれに対しては次の様に答えることがで

きる。即ち，①現行法の下でも，個人商人は，有効な擬制株式会社（societe

anonyme fictive）の設立に訴えて，有限責任の利益を主張することができるO

①また旧債権者の訴訟から労働の収益をまぬがさせることは，破産した個人商

人に常に可能であるO 一例えば将来の活動のために，商人が藁人形を使用する

（的 Carry,op. cit., p. 24-25. 

(18) Carry, op. cit., p. 41-44. 
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ことにより，株主として現われないが，取締役として現われる株式会社を設立

することによって。①有限責任個人企業は，少なくとも外観と内部的現実の間

の法的一致の率直さ (lasine仕itのの利益を有する。有限責任である事情をよ

く知って取引した債権者は，不平を言うし、かなる理由も有しなし、。④有限責任

個人企業を認めると，企業の有為転変が私的財産に影響を及ぼさず，逆も真で

あるとしづ利益があるO そして企業債権者が，知らなかった他の企業の失敗に

よって損失を受けるということもなし〈受けるとすれば非倫理的である〉。①擬

制株式会社を抑圧しようとすれば，遠回しな方法で達成しようと試みられてい

るものを直接的に実現する手段を個人商人に提供することであるO これによっ

て会社と比較して個人商人が不平等に取り扱われている現在の状態が廃止され

るのである，と。

(f) それから 2年後の1930年には Campが， スイスでは他国より単純で且

つ実際的な株式会社形態を有しているから，周囲の国家が有限会社形態を認め

ているという理由だけで有限会社をスイスに導入するのは疑問であるとし有

限会社法よりも有限責任個人企業を採用すべきであると主張した。即ち「個々

の月刊新聞が正当にも〈小株式会社〉叉は〈小型の株式会社〉としづ見出しを

つけるとしづ事実は，株式会社形態，即ち周囲の法領域では非常に費用がかさ

み且つ不便である形態が，非常に小さな資本にさえ可能で且つしがし、のあるも

のであるということを示しているO この事実は，おそらく我々に有限会社に対

する必要性を証明しないで，有限責任個人企業に対する必要性を証明するO な

ぜ、ならばこの小さな又は小型の株式会社は通常ただ同時に唯一の署名権限者で

ある唯一の取締役 CVerwaltungsrat）を有しているからである。理論ではこの

有限責任個人企業は既に長い間存在していた（Piskoの草案〉。実務でも既に

存在する立法（リヒテンシュタインの民法典（ZGB)15章〉でこの形態が存在

日目 Camp. Einfiihrung des Einzelunternehmung m. b. H. statt des Gesellschaft mit 

beschrankter Haftung, in Schweizerische Juristen-Zeitung XXVII (1930/31), S. 

112-114. 



しているO リヒテンシュタイ γの民法典834条以下は， 52カ条でこの新しい制

度を詳細に規定しており，この規制は本質的な変更を加えることなく我々の債

務法の改正草案に転用されうる」と。

(g) しかし，これらの主張はスイスで賛成を得ることはできなかった。例え

ば1934年に一人会社を検討した Schneebeliは，次の様に述べて有限責任個人
蜘）

企業のスイスへの導入に反対した。第一に，個人企業に有限責任を拡大するに

はあまりにわずかな実際的経験しかもっていないので，立法は尚早であるO リ

ヒテンシュタイ γの立法者はできるだけ包括的な企業形態のカテゴリーを規定

するのに対し，スイスの立法者は，できるだけわずかな規定で済ませようとす

るから立法者の基本的見解に相違が存在し，それ故リヒテンシュタイン法は，

スイスにとって決定的なものではなし、。第二に，｛同人商人に有限責任を認め

ることは，倫理的に疑問である。なぜ、ならば， 1,000フランで事情によっては

2,000フランを取得することができるが， 1,000フラン以上を失なうことはない

ということを知る者は，うま〈行くと2,000フランをもうけるが，経営の失敗の

場合無限責任を負わなければならないということを知っている者よりも冒険的

な債務を負うからであるO 第三に，有限責任個人企業を規制することは，法律

技術的且つ法律体系的に疑問であるO これを規定するには多様な困難が伴うか

らであると。

そして1936年新債務法も有限責任個人企業を認めなかった。しかしながらそ

の後も散発的ではあるが，有限責任個人企業の導入に賛成する見解が唱えられ

ている。

(h) Ischerは1939年に出版された「個人商人の有限責任に向かつて」（Vers

la responsabilite limit白 ducommen;ant individuel (these））とし、う表題の 7

章からなる著書（本文185頁からなる〉で，有限責任の起源から説き起こし，

有限責任個人企業を認めるべきことを主張し，法人格を有する有限責任個人企

側 MaxH. Schneebeli, Die Einmanngesellschaft, 1934, Genf, S. 233-235. 
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業に関する42カ条からなる草案を提出したO 著書を要約すると以下の通りであ

る。

第1章「有限責任の起源」は， 「法定責任の観念」と「民事責任及び経済的

条件」の節に分かれるO

「法定責任の観念」において，彼は，法定責任は道徳、責任の概念に由来する

観念であり，民事責任もその例外ではないが，立法者は道徳責任の規定を図式

化することによってその道徳的特徴を失わしめ，次いで損害の衡平的分配の思

想に基づいて因果関係的責任 (laresponsabilite causale）を認めて，民事責任

を技術的観念にした。民事責任がこのようなものであるとすれば，多くの著者

が主張する様な民事責任を制限すること，即ち危険を制限することは不道徳で

あるとしづ見解は否定されなければならなし、。なぜ、ならば民事責任は道徳責任

と混同されるべきでない技術的観念であるからであるO 従って立法者が一定の

特別の場合に責任を制限しても道徳、を破るものではなく，単にそれまで命じて

いた危険の分配をまったく単純に訂正するだけのことであると，主張している。

即ち有限責任の問題は技術の問題であると。

「民事責任及び経済的条件」の節では，民事責任は立法者が経済と技術の諸条

件を顧慮して危険の分配の問題に与えた解決であるO 従ってそれは所与の社会

的状態に関してのみ価値を有する。もしも社会的状態が著しく変化すれば，そ

れは修正されるか，別のものに取って変えられなければならない。既述の様に

急速な経済発展の結果過失の伝統的理論は不十分となり，因果関係的責任が生

じたが，有限責任の発展過程も因果関係的責任のそれと類似していた。大商事

会社の時代の前には，企業の社員の責任は無限責任であった。しかし大植民地

会社の形態が大陸でも適用され始めたとき，且つ植民地会社が最初の失敗を経

験したとき，無限責任が大企業の創造のために障害であることが暴露された。

そのため危険を普通のレベルに戻すことのできる新しい試が17世紀以来様々

。1) Ischer, op. cit., p. 7-11.特に p.11.なお p.47参照。
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な形態で行なわれた（例。鉱山会社〉。これは必然的に社員の有限責任，会社

資本の観念の確立，企業の個別化，会社の民事責任の制限に向かわせた。この

様な経済的心要の圧力の下に創造されるに至ったのが株式会社で、ある。スイス

で株式会社の出現が立法者の関心を引くようになったのは19世紀になってから

であり， 1881年の連邦債務法以前には，ある時は特別法を定め，ある時には民

法典を完全にし，株式会社に関する法律を制定したのは州（canton）であっ

たO しかしこれらの州法は， 1883年に連邦債務法が施行されることによって廃

止された。連邦債務法は，スイスの商法を統一し，株式会社のためのただ一つ

の法制度を創造した，と述べ，イギリスとフランスにおいて株式会社制度が確立

するまでの過程を個人商人の無限責任時代から詳細に分析し，紹介しているO

第2章「株式会社から有限会社へ」は，「株式会社」と「有限会社」の節に分

かれる。 「株式会社」の節で彼は次の様に述べるO このようにして成立した株

式会社なしには近代経済生活はほとんど考えられなくなった。このような株式

会社の成巧は，それが経済活動のためは非常に有利な法的枠組を構成したこと

と社員及び会社自体のために危険の制限をほぼ完全な方法で、実現したという事

実に帰せられる。しかしながら株式会社が濫用を引き起こし，取引道徳のため

にいくらかの危険を提出したため，株式会社を批判する者が存在している（Pe-

rsil, Perrot）。しかしこれは法律規定を遵守させる道徳、の問題であって，株式

会社を否定することには導かなし、。スイスの立法者は，債務法の改正作業を

通して濫用予防に努め， 1881年以来株式会社を認める明瞭な態度を取っている

と。

「有限会社」の節では， 1936年新債務法の結果有限会社が認められるに至っ

たが，これは危険の制限に向かった発達の一段階を示すものである。その革新

は，経済的必要に基づくものであり，人的会社に有限責任の原則を適用したと

いうことから成り立っている。無限責任は，同じく小企業の社員に不便を提出

したので，今一度有限責任が必要となったので、ある，と述べて，スイスで有限

会社が認められるまでの議論を詳細に紹介している。そして有限責任に向かう
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傾向はとても強いから，これに逆らおうとすることはむだであるとし今後は

有限責任が個人商人に適用される次の段階を準備することを考えることが必要
ω 

であるとする。

前章の考察から有限責任はただ会社法においてのみその表現を発見するO 個

人商人（従ってその家族も〉は無限責任の危険にさらされたままであるO これ

は安全の本能の追求に反する。そのため商人の家族に安全の最小限の保障をな

すための制度が昔から認められていた。それに類似する制度としてスイスでは

財産分別の夫婦財産制が認められているO 危険を制限するためのもう一つの手

段は一人会社を利用することであるO そこでこれらの手段が十分なものなのか

否か，それとも有限責任個人企業を認めることが適当なのか否かが次に問題と

なる。それ故；彼は第3章「個人商人と危険の制限」を「財産分別の夫婦財産

制」，「一人会社」及び「リヒテンシュタインにおける一人会社の規制」の各節

に分けて，この問題を検討する。

「財産分別の夫婦財産制」の節では，次の様に述べ，同制度が個人商人の有

限責任のための手段として十分でないと考えるO 即ち，安全の追求は本能であ

るから，無限な危険を制限することを試みる商人を非難することはできない

が，財産分別の夫婦財産制の下に結婚した商人は，取引上の債権をまぬがれる

ためこの制度を悪用する弊害があり，債務回避のための手段としてこの制度を

非難することが必要であるO 個人商人に有限責任を認めるときには，必然的に

個人商人に企業に拘束される最小資本と商業登記所への年度貸借対照表の寄託

を要求し，債権者に債務者の支払能力の情報を与えることになるが，無限責任

を負う個人商人の場合に信用を定めるには，しばしば困難な調査，特に夫婦財

産制の登記の鑑定を必要とするO その上同制度の下で財産が夫婦のどちらに帰

属するかを定めることは必ずしも常に可能であるというわけではない。従って

個人商人の信用を評価することが困難であるということは，有限責任の場合実

自由 Ischer, op. cit., p. 67. 
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情ではなし、。それ故有限責任の導入は個人商人から信用を奪うとしづ確認を疑

うことができる。夫婦財産制の採用を商人の完全な支払不能の指標と取引の相
ω 

手方は考え，商人は信用を白から断つことになると。

「一人会社」の節では，一人株式会社を中心としつつ一人協同組合，一人有限

会社を論じたあと，個人商人に有限責任を認める方法として一人会社を法認す

る方法と有限責任個人企業を認める方法があるが，後者の方法を採用するのが

適当であると主張するO 即ち，有限責任を認めるあらゆる会社の法形態は一人

社員を引き起こす。立法者の用心はこの現象の出現を妨げることができなかっ

たO このことは，一人会社が偶然的表明ではなく，強い必要の表明であるとい

うことを証明している。それ故立法と経済生活の現実とを調和させることが必

要であるO そのときには立法者に2つの異なる解決方法が存在している。全く

単純に商事生活の現実を承認し，一人会社を認めつつ，それを一定の安全な条

件に服させるという方法と，一人会社を生じさせる必要は何んであるかを決定

することに努め，この基礎の上に，確認された必要を満たす新しい制度を構築

するとしづ方法であるO この 2つの方法は等しく論理的で且つ共存することが

できる（例。リヒテンシュタイン法〉。 しかしスイスでは一人会社に関する法

律を制定することなく，有限責任個人企業（l'entrepriseprivee主responsabili te 

limitee）を導入することが全く単純に適当であると考えるO この解決は，それ

が申し分のない方法で実現される限り，事実それ自体により（ipsofacto）今

後無用となる一人の策略を除去するO この態度によって一人会社を非難する改

正債務法とも（なお債務法625条，775条及び831条参照〉調和するO 他方これに

よって，商人に法的に可能なあらゆる完全なカテゴリーを提供するためにあら

ゆる考えられうる会社形態を詳細に規定するリヒテンシュタインの立法とは反

対に簡潔に表現され，厳密に必要であるところのもののみを規制しようとする
似）

スイス法の傾向が尊重されると。

(23) Ischer, op. cit., p. 73-74. 

(24) Ischer, op. cit., p. 91-92. 
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このようにして Ischerは一人会社の規制方法を採用する立場を放棄したが，

一人会社は個人商人に有限責任を与える可能な解決方法の一つであり， 1926年

の人及び会社法（PGR）の改正の際にリヒテンシュタインの立法者は実際に一

人会社に関する規制を637条乃至646条で行なっているので，彼は第3節「リヒ

テンシュタインにおける一人会社の規制」で，同法の概観を行なう。そしてリ

ヒテンシュタイン法は一人会社の規制が可能であることを証明したO 従って一

人会社が個人商人の業務の危険を制限するために可能な唯一の解決でなければ

ならないとしても，法律は個人的に経済活動を行使する人の法的状態を強力に

改良することができるということを示して，とにかく決定的な経験をしたと述

ベる。

このようにしてリヒテンシュタイン法による一人会社の法認は，有限責任の

発展に新しい段階をもたらしたが，既に1910年にオーストリアの法律家 Pisko

は更に一歩進め，個人商人が有限責任を享受できることを証明しその草案を

発表しているので，次の第4章「ピスコの草案」で「草案の学理的基礎」，「草

案の体系」，「草案の本質的規定」の各節に分けて，ピスコの提案と草案を詳し

く紹介し，第4節「草案の実際的価値」でその評価を行なう。即ち， Piskoの

草案は個人商人に有限責任を認めるための本当の進歩（un reel progrらめを示

しているO スイス法は目的財産と特別財産の観念を認めなし、から，草案は重大

な困難を提出するものの，彼の功績を弱めるものではなし、。彼の草案の欠点又

は実現の困難性が何んであろうと，彼は個人商人の有限責任が法律で且つ比較

的単純な方法で明瞭に設けられうるとしづ証拠を提示しているからであるo な

おPiskoは一人会社を禁止する提案を行なっているが，一人会社の禁止の実効

性を認めることはできないから，あらゆる手段が取られたにもかかわらず， -t:

れが破られるのを目撃する危険を官すよりも，むしろ禁止立法を行なわないこ
制

とがもっと論理的であると考えると。

倒 Ischer,op. cit., p. 128-130.なお彼はスイス債務法625条， 775条及び831条の規

fl11Jが一人会社を否認する効力を有すことに既に疑問を表明している。 op.cit. 77. 
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ところでリヒテンシュタインの人及び会社法は，ピスコの上述の草案の大部

分を受け入れて， 1926年以来有限責任個人企業を認めている。そこで lscher

は，第5章「リヒテンシュタインの経験」で， リヒテンシュタインの同制度の

概観を行なう。第1節「序論」で何故にリヒテンシュタインが同制度を採用し

たのかを明らかにし，第2節「リヒテンシュタイン法の特徴」で Piskoの草案

とリヒテンシュタイン法の相違点を明らかにし，第3節「有限責任個人企業」

でリヒテンシュタイン法の規制の内容を紹介している。そして最後に第4節

「経験の範囲」で同制度はリヒテγシュタイ γよりもスイスで成功するであろ

うと述べているO 4節の内容は以上の通りであるO

リヒテンシュタイン法により有限責任個人企業は実際的経験の領域に入っ

た。しかしリヒテンシュタイン法では，小企業のために非常に大きな選択の可

能性を与えているから，同制度が好んで利用されるとは言えなし、。ところがス

イスでは小企業の選択の可能性が非常に乏しいので，同制度は非常に大きな実

際的成功をおさめることはほとんど確実である（なお1936年10月6日にリヒテ

ンシュタインでは5つの一人会社と， 3つの有限責任個人企業が登記されてい

た〉。 同制度は個人商人に公然と危険制限を保証する。それは一人会社等の方

法よりも好ましい率直な解決方法である。取引債権者の担保は，企業財産に限

定されるが，それは逆に次の 2つの長所を提出する。即ち，①企業財産は取引

債権者の排他的担保であること，②企業財産は企業所有者の冒険的私生活に由

来する危険から保護されること，であるO 経済的必要に答えるためにリヒテγ

シュタイ γの立法者は，同制度を創造したが，早晩スイスの立法者も同じこと

を行なわなければならない。なぜならば我々は避けられない発達に直面してい
的

るからである。

かくして有限責任個人企業の立法論が次に問題となるO そこで第6章「立法

論はどのようなものか（quidde lege ferenda?)Jで立法論を展開する。

まず第1節「序論」で，個人商人に有限責任を認める方法として，個人企業

倒 Ischer,op. cit., p. 154ー155.
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a

に法人格を認める方法と特別財産に昇格する方法があるが（Piskoは後者の方

法を採用した〉， 前者の方法に賛成するO 即ち，法人格のない特別財産の方法

を採用するとすれば，スイス法の基本的な 2つの原則，即ち普通の責任の原則

と破産の単一性，一般性の原則と縁を切って， 2つの新しい観念一目的財産の

形式の下で法的に個別化される企業の観念と目的財産における特別破産の観念

ーを導入することが必要となるO i逆に企業に法人格を認める方法を採用すれ

ば，既存法原則に従って個人商人の有限責任を現実することが可能であるO 従

って必ずしも必要なわけではない革新に訴えて，確立された原則を破壊する方
例

法よりも，既存の原則に基づくより単純な方法に賛成しなければならない。

第2節「有限責任と法人格」では，スイスの立法者は，有限会社を認める際

に合名会社の様に法人格を否定する方法（これは Piskoの観念と一致する〉

を採用しないで，前節で採用した方法と同ーの法人格を認める方法を採用して

いること及び法人格は有限責任と結合するものと考えらることから，前節の結
納

論は確認されるとする。

そして次に一人の自然人は法人の背後にその個性を消滅させることは許され

ないとする Piskoの考えを批判的に吟味する。これに答えるためには一人社

員の個性を実際に隠す特別の法律関係があるか否かが問題となるが，これを検

討すると，真の状態を隠すのは法人格ではなく，会社の商号と取締役という肩

書の使用であることがわかるO そこで一人会社に真実の商号を用意することが

必要であるO そして一人会社では内部関係が存在しないから，有限責任原則か

ら生ずる外部関係を規制する強行規定が問題となるが，これは会社に訴えるこ

となく現実可能であるから，この虚偽を取り去り，有限責任個人企業を創設す

ることが必要であるO しかしそれは一人会社よりも不利であれば魅力に乏しい

ものになるから， 「しなければならないことを心よくし且つ有限責任個人企業

を〈一人会社〉の有効な規制に厳密に従うものと考えることが適当である」。

(.26) Ischer, op. cit., p. 156-162.特に p.161. 

倒 Ischer,op. cit., p. 162-164. 
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倒

そしてこれを特別立法で規制するよう試みる価値があるO

個人商人に法人格を認めることにより有限責任を実現することが必要である

とすると，このような商事企業の基体 (lesubstratum）の上に法人を創造する

ことが可能であるか否かが問題となるから，本節の最後でこの問題に検討を加

えるO 立法者は法人論につき特定の理論に従わなかったし，法人格はし、かなる

内容も有しない（Schreiber）から，実定法の場で法人格が与えられた制度との

類似を追求して，類推の方法によって解決を求めることが必要であるO 有限責

任個人企業は一人会社と類似するO 有限責任個人企業と一人会社の聞にはもち

ろん相違が存在しているものの，一人会社が継続する場合にはこの相違も空し

くなるO そしてこの場合の一人会社は，一つの目的に充当され且つ固有の存在

を与えられた商事組織（etablissementcommercialめであるO そしてスイスの

判例はこのような場合にも法人格を認める以上，有限責任個人企業に法人格は
側

容易に認められると。

第3節「解決」では，有限責任個人企業に関する42カ条から法案を提出して

いる（草案は参考資料参照〉。 Piskoの論文と異なり法案の説明は行なってい

ない。

( i) その後久しく有限責任個人企業の立法論を主張する見解が跡絶えでいた

が，株式会社の濫用（現物出資，藁人形及び一人会社〉を研究したJ.Vacherson 

は， 1949年の「スイス法における株式会社の濫用的使用に関する試論（Essai

sur l'usage abusif de la sociらteanonyme en droit suisse (thさse））」とし、うモノ

グラフィーで，法人格なき有限責任個人企業を認めることに賛成して，次の様

に述べた。

有限責任個人企業と一人株式会社の問題は明瞭に区別されなければならな

い。個人に有限責任を認めようとするならば，新しい且つ特別の制度（即ち有

限責任個人企業〉を創造すべきであって，一人株式会社によるべきではない。

側 Ischer,op. cit., p. 165-169. 

(29) Ischer, op. cit., p. 169-173. 
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なぜなら株式会社の目的は，個人に有限責任の利益を確保する可能性を調達す

ることではなし、からである。その上一人会社の濫用と藁人形の濫用に有効に対

処しようとするならば，実務において間接的且つ欺踊的方法で達成されている

結果を直接に達成できるような方法を当事者に許すことが必要である。これに

よって立法者は，個人によって願われている目的に一致した明瞭な且つはっき

りした解決を採用することができる。なるほど会社法の起源においては，責任

は会社業務に対する参加の範囲と緊密に結合していた。しかし有限会社の出現

は，企業指揮への参加が非個人的且つ受動的であるならば，社員は小さな責任

を課せられるとし、う原則を破壊した。それ故個人企業も有限責任を享受するこ

とができると考えるべきであるO 他方個人商人はその全財産で責任を負うべき

であるとする見解があるO これにより個人企業家は経営をより良くするように

強制されるから，完全性と信頼は保護される。しかし実務は理論の正確な反映

ではないのであるO 当事者は有限責任制度を採用して，現行法の状態から生ず

る危険を回避しようと試みるのは稀ではなし、。これに対して個人に有限責任を

直接法認することは，強制的に企業に投資された一定の資本を債権者に保証す

る利益を提供し，また貸借対照表の毎年の公告は，財産の堅実性と流動資産

を検査することができる（長所を与える〉。 なお個人に有限責任を認めようと

すると法人を創造するという方法もあるO しかし我々は自然人の前にし、るとい

う観点を失う必要はない。自然人を法人に代えることは，その本質的要素の 1

つがまさしく集団の利益 (l'interetcollectiわである法人の本質に反する。こ

の理由のために有限責任個人企業には法人格を認めるべきではなし、。このよう

にして認める有限責任個人企業の承認に厳格な条件を課せば，債権者のために

よい保証を達成することができるとともに，有限責任の緊急な必要は満たされ

且つ間接的に一人会社と藁人形の現象は，大きく除去されるであろう，と。

なお，彼の問題意思は有限責任個人企業を検討することになかったから，立

側 Vacherson, op. cit., p. 94-97.なお p.46参照。
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法案は提案してはいない。

(j) しかしその後有限責任個人企業に賛成を表明する者は存在しておらず，

Carryは， 1955年に彼の主張は恐らくただ単に一人会社がこの制度を無用にす

るが故に何の反響もなかったとしう現実を承認せざるを得なかった。その後イ

タリアの学者 MarioRotondiは1964年の Carryの記名論文集で有限責任個人

企業に賛成し若干の提案をしているもののスイスでは何の反応も存在してはい
附

ない。

皿 ドイツの議論

（司 ドイツでは1902年に初めて Liebmannが有限会社法制定後の有限会社の

利用状況を検討した論文で，早晩2人の結合が何故に有限責任の必然的な前提

を形成しなければならなし、かとし、う問題が提出されるとしつつ， 「従来我々に

周知な様な法的定義を強硬に主張しないで，純粋に経済的観点を追求するとき

には，…有限責任〈個人－挿入）企業（を認めること一同〉に何んのためらい

もありえないであろう」と述べた。

(b) この考えは数年後（1907年〉に，株式会社の類型を研究する際に個人企

業家が株式会社の法形態を使用することによって有限責任の利益を獲得してい

(3V Carry, {Rapport sur le droit suisse a la journee de Louvain de l' Association 

Capitant}, Trav. Assoc. Capitant, t. IX, 1955, p. 151. 

(32) Mario Rotondi, ~Per la limitazione della responsabilita’mediante fondazione di 

un ente autonomo (proposta di un progetto di legge comune europea)}, Etudes 

de droit commercial en l’honneur de Paul Carry, Gen色ve,1964. p. 51ー77.

側例えば Steiger,Schweizerisches Privatrecht WI/1 (Handelsrecht) 1976, Basel 

und Stuttgart, S. 119は，有限責任個人企業はただわず、かな国で採用されているの

みであり，支配と責任の結合という古い商法上の原則を無視することは許されないの

で，個人商人が企業を全面的に指揮することができなくなったという理由のみでは有

限責任を個人商人に認めることはできないとして，有限責任個人企業に反対する。

(1) Liebmann, Gesellschaft mit beschriinkter Haftung in der Praxis, in Deutsche 

Juristen-Zeitung 1902, S. 327 (330). 
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るケースがあると述べた Passowによって肯定的に受け取められた。即ち株式

会社の上述の様な利用の仕方から「十分な根拠をもって有限責任個人企業の法

形態をただちに許することも考えうるし実施しうると指摘されているO そのよ

うに Liebmannは述べている」と。その後多少の有限責任個人企業導入賛成

論者がし、たものの， ドイツではピスコの突進（Anlauf）の後この意味の立法論

的努力はまじめに受け入れられはしなかった。有限責任個人企業の立法論を強

力に主張したのはおそらく次に述べる Schillingだけである。

(c) Schilling は1953年に発表した「一人会社と有限責任個人企業」という

論文で，商人は全財産を持って責任を負わなければならないという原則は理想

的であるが，長い間実施されていない。遺憾に思うかもしれないが近代の発展

は企業のザッハリヒな独立性の傾向に動いているO そして個人に有限責任を阻

止する可能性は経験が示す様に存在していなし、。他方一人会社の場合法人格の

擬制を完全に放棄することが事実の本質（Naturder Sache）に相応するから，

「立法者は，有限責任とともに企業を営む可能性を個人商人に直接関くことを

決心しなければならなし、」と述べた。

(2) Passow, Die wirtschaftliche Bedeutung und Organisation der Aktiengesellschaft, 

1907, S. 222, Fu品note1；同 Passow,Aktiengesellschaft, 1922, 2. Au日.S. 540, Fug-

note 1. 

(3) Feine, Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung, 1929, S. 432. ドイツにおけ

る有限責任個人企業賛成論者，反対論者の文献について此， Feine,a. a. 0., S. 431 

FuBnote 16を参照のこと。

（引なお Griebel,Die Einmanngesellschaft, 1934, S. 181 は， 「この様な構成（有限

責任個人企業を指すー著者挿入〉は，一人会社に比較して，大きた明瞭性と教義的先Ii

難さ（Unbedenlichkei t）の長所を有し，社団形態を真の且つ起源的な任務領域につれ

戻すというこは否定されることができなし、」としながらも， 「判例は，有限責任個人

企業の将来の創造までに現行法の適切な適用によって一人会社を手ごろな？H;IJ度に形

成し，ますます濫用を阻止することができる」と述べて折衷的見解を表明している。

(5) Schilling, Die Einmanngesellschaft und <las Einzelunternehmen mbH, Juristen-

zeitung 1953, S. 161 (164-166) 
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(d) その後1963年に「一人会社」のデイセルタシオンを執筆した HansEe-

kerleは，同企業の導入が必要か否かドイツ文献としては珍らしく比較的真剣

に検討したものの，導入の必要性を少しも認めなかった。そしてこの立場はお

そらくドイツの通説ではなし、かと考えられるO

Eckerleは次の様に述べているO ピスコが，有限会社に有限責任が認められ

る以上，これを個人に除外するのは許されないとして，個人に有限責任を認め

るため有限責任個人企業とし、う特別の法形態の導入に賛成したのは当時として

は正しし、。しかし今日ではこの方法を取ることはできなし、。 「なぜ、ならば個々

の自然人と法人は，有限責任個人企業の法形態によらなくても一人会社の一般

的承認に基づいて容易に有限責任を獲得することができるからであるO 有限責

任個人企業の導入の問題は，今日別の見通しから現われる。一人会社の承認か

ら出発して，一人会社が株式会社又は有限会社として営まれる従来の状態が維

持されるべきか，それとも有限責任個人企業の導入が熱望されるべきかの合目

的性の問題がそれである」。この観点から考えると，有限責任個人企業を導入

した場合，企業の背後に一人の者が存在しているということが債権者に明らか

になる点で一人会社と異なるが，債権者にとって財産峻別が厳密に行なわれて

いる限り，企業の所有関係はどうでもよいから，債権者の利益という観点から

は同企業の導入が必要であるということにはならなし、。次に一人会社の内部関

係（組織的作用能力〉の観点から有限責任企業を導入すべきだとしづ主張も考

えられうるが，一人会社でも別段支障がなく，その上60年来の経験は他の結論

を許されないから，この観点も同企業の導入の直接的必要性を導くことはでき

ない。第3に，一人社員の企業を会社と呼ぶのは不正確であるとしづ用語的理

由から有限責任個人企業を導入すべきであるとしづ見解は，不当ではないが，

この理由から新しい企業形態を導入する価値があるか否かは問われるべきであ

るO 大抵の企業の名称は言語上不正確であることを考えれば，これも否定され

(6) Eckerle, Die Einmanngesellschaft, Ihre wirtschaftliche Motive und ihre rechtliche 

und rechtspolitische Beurteilung, Diss., 1963, S. 193-198. 
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るべきであるO 第四に，重大な事であるが，有限責任個人企業の創造だけで

は，この企業形態が利用されるとし、う保証がないことであるO このことは，同

企業の導入と同時に一人会社を禁止したとしても同じである。従来の状態に比

べて有利なものでなければ，藁人形の使用の下に依然、として会社形態が利用さ

れる恐れがあるのであるO 第五に，結局有限責任の導入のただ一つの長所は，

藁人形の使用なくして企業を設立し且つ指導することができるということであ

るO これは企業の設立の場合にのみあてはまるO しかし多数の既存の一人会社

がこの企業形態に組織変更されるよう勧誘されるとは思われなし、。従って同企

業の導入よりも，一人会社の設立の承認のための有限会社法と株式法の改正で、

済ますべきであると。

(e) その後前述した Rotondiは， Carryの記名論文集で、発表したものとほ

ぼ同一内容の論文をフランスの法学雑誌に寄稿しているが，後者のドイツ語訳

とみられるべき論文を1968年にドイツの法学雑誌に発表しているO これらの 3

論文において彼が行なった主張は同一で、あり，彼の提案は日本でも既に紹介さ

れている。しかし彼の提案に対しスイスと同じくドイツでも何の反響も見られ

ない。

W結び

以上の考察からスイスとドイツの学説は，有限責任個人企業の立法論に消極

的であることが明らかになった。これはオーストリアでも同一であるO これら

(7) Rotondi, {La limitation de la responsabilite dans l'entreprise individuelle}, 

Revue trimestrielle de droit commercial, 1968, p. 1-21. 

(8) Rotondi, Zur Haftungsbeschrankung des Einzelkaufmanns, ZHR 131 (1968), S. 

330-360. 

(9）福井守「一人会社と有限責任の個人企業」 『駒沢大学法学｛；＝1；研究紀要』 36号102-

103頁。彼の主張の詳細は，紙面の関係で別稿で取扱う。

(1) オーストリアでは Piskoの主張の後同理論の主張者はなく，ただ最近 Kostnerが

同理論を再検討してしているのみである（Kastner,Der Einzelkaufmann m bH, Der 
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のドイツ法系諸国が有限責任個人企業の立法論に消極的なのは，設立後の一人

会社が認められているからであり，有限責任個人企業の理論的優越性が肯定さ

れても，一人会社が認められて，実際上うまく機能している以上，わざわざ新

しい企業形態を導入する必要はないという理由に基づくものであるO

他方ドイツに比べてスイスにおいて比較的有限責任個人企業の賛成論が多か

ったということも明らかになったO このような相違が生じた理由としては種々

のものが考えられるが，大きな理由としてはスイスでは一人会社の法認がドイ

ツより遅かったということが上げられうるものと思う。これは結局株式会社に

対する考えの相異の反映であり， ドイツでは株式会社を sachlichに考える一

方，スイスではそこまで、撤底して考えなかったためで、ある（債務法625条2項

参照〉。これは会社を今なお純粋に人的団体（特に契約〉と考える傾向が強い

ロマン法系諸国で有限責任個人企業の立法論が比較的多いということによって

も間接的に証明されうるものと考えるO

参考資料 Ischerの有限責’任個人企業に関する法案（Ischer,op. cit., p. 174-182.) 

第一章総 則

A 定義

l条有限責任個人企業は，法人格が付与され，前もって特定資本を持って設立され，

一個人によって経営される商事企業である。その債務は企業の資産によってのみ保証され

る。

B 企業資本

2条企業資本は一万フランを下ることができない。

C 商号

3条 ① 有限責任個人企業は，商号作成に関する一般規定の制限内で，自由に商号を

作成することができる。

＠ 商号はともかく有限責任個人企業の名称を含む（改正債務法949条参照）。

D 定款

Staatsbiirger 1971, Falge 5 und 6 (Hammerle/Wiinsch, Handelsrecht, Bd. 2, 3. 

Aufl, Wien, 1978, S. 368). ifH目は不明〉。
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定款は次の事項に関する規定を含まなければならない。

商号及び企業の所在地

企業の目的

企業資本の額

企業の公告のために遵守されるべき形式（改正債務法626条及び776条参照）。

E 充当表示

5条充当表示は，発起人が創造する企業に充当する全財産の財産目録である。財産目

録に記載された財産は，債務法960条の規定に従って評価されなければならず，且つその

総価格は少なくとも企業資本額に達しなければならない（PGR836条， Pisko7条参照〉。

4条

二

三

四

F 設立

6条 ① 有限責任個人企業は，公正形式で作成された且つ，有限責任個人企業を設立

することを宣言し及び定款を決める，発起人によって署名された証書によって創造され

る。

② 発起人は，この証書で、次の事項を確認しなければならない。

法定額又は定款により確定されたそれより高し、額が，充当され且つ企業の自由な

処分にあること。

二充当表示は，発起人が企業に充当した全財産を実際の価格で、示していること。

③ 現物出資は，企業が，商業登記簿に登記されたときから，それを直接に所有者とし

て処分することができるか又は無条件に土地登記簿に登記するよう要求する権利を有する

場合にのみ，担保物として価値がある（改正債務法779条叉び638条， PGR836条， Pisko

2条乃至11条参照〉。

G 商業登記簿への登記

7条 ①企業は所在地を有する場所の商業登記簿に登記される。

② 登記申請書は，登記担当官吏の前で企業の所有者兼取締役によって署名されるか又

は正式に公認された署名のある文書で登記所に届けられる。

③登記申請書は次の事項を定める。

所有者兼取締役の名前，住所及び国籍

二企業の代表の方法

④定款と相違なきことが証明された謄本，充当表示及び設立証書は，申請書に添付さ

れる。申請者はその上法定額叉は定款により確定されたそれより高い額が充当され且つ企

業の自由な処分にあるということを証明しなければならない（改正債務法780条参照〉。

8条次の事項は商業登記簿に登記される。

定款の日付

企業の商号及び所在地



一企業の目的

四所有者兼取締役の名前，住所及び国籍

五企業の資本額

六企業の代表の方法
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七企業の公告のために遵守されるべき形式（改正債務法781条及び641条参照）。

9条①支店は，本店の登記の指示とともに，支店が所在地を有する場所の商業登記

簿に登記される。

②登記申請書は，本店企業の所有者兼取締役によって署名される。

③登記は，本店の裁判籍のほかに支店の取引のため支店の裁判籍を設定する（改正債

務法782条及び642条参照〉。

H 人格の取得

10条 ① 企業は商業登記簿に登記することによって人格を取得する。

② 登記前に企業の名前で行なわれた行為は，行為者の人的責任を引き起こす。

③ しかしながら，明白に将来の企業の名前で負担された債務が商業登記簿に登記され

てから 1カ月以内に企業によって引受けられたときには，債務を負担した者は免除され，

企業が唯一の債務者になる（改正債務法783条及び645条参照〉。

J 定款の変更

11条企業所有者は公正証書で定款を変更することができる（改正債務法784条及び647

条参照〉。

12条 ① 定款のあらゆる変更は，原始定款と同じ方法で，商業登記所に通知され且つ

登記されなければならない。

② 変更は登記のときから効力を生ずる（改正債務法785条及び647条）。

a) 企業資本の増加

13条企業は，設立のために定められた規定を遵守して，企業資本を増加することがで

きる。特に現物出資に関する規定は適用される（改正債務法786条参照〉。

b) 企業資本の減少

14条 ①企業資本は一万フラン未満に減少されることはできない。

② 所有者兼取締役が企業資本を減少しようと思うときには，定款を変更しなければな

らなし、。

③企業所有者は，債権者が減少した資本によって完全に弁済されるときにのみ，資本

の減少を決定することができるく改正債務法788条及び732条参照〉。

15条所有者兼取締役が企業の資本を減少することを決定したときには，その者は決定

をスイス商事官報（Feu日leOfficielle Suisse du Commerce）とかつまた定款で定めた形

式で3度公告し，且つ債権者に，債権者はスイス商事官報の3回目の公告から2カ月以内
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に債権を申告し，弁済されるか又は保証されることを要求することができる旨通知する

（改正債務法733条及び788条参照〉。

16条企業の資本の減少は，債権者に与えられた期聞が経過し且つ通知された債権者が

弁済されたか又は保証されたあとでのみ行われることができ，且つ上記の手続が遵守され

たということが公正証書で証明されたあとでのみ商業登記簿に登記されることができる

（改正債務法734条参照〉。

第二章企業の組織

A 最高権限及び管理

17条有限責任個人企業の最高権限は，法律及び定款で決められた権限を有する，同時

に取締役である企業の所有者によって行使される（PGR640条参照〉。

18条企業の所有者兼取締役は，次の譲度できない権利を有する。

定款を採択し且つ変更すること

一業務執行者を任命し且つ解任すること
一業務執行者に責任免除を与えること

四 企業の全取引のために代理人及び、商業代理人を任命すること

五 法律叉は定款により留保されたあらゆる決定を行なうこと（改正債務法698条及

び810条参照〉。

B 管理及び代表

19条①所有者兼取締役は企業の経営に必要なあらゆる勤勉を実施する。

②所有者兼取締役は特に，法律及び定款に一致した活動を企業に保証するため，経営

及び代表を委託された人を監督し且つ整然と営業経過 (lamarche des affaires）を見守

る義務がある（改正債務法722条及び PGR640条参照）。

20条 ① 企業の所有者兼取締役はスイスに居住しなければならなし、。

② 本規定が遵守されないときには，商業登記担当者は所有者兼取締役に法定状態を回

復するための期間を与える。所有者兼取締役が期間の満了前にこの状態を正常にしない場

合には，有限責任個人企業は職権によって解散されたものと宣言される（改正債務法813

条参照〉。

21条① 企業を代表する権限を与えられた者は，企業の名前で，企業の目的が含むこ

とができる全行為を行なう権利を有する。

② この権限の制限は善意、の第3者に対していかなる効果も有しない。商業登記簿に登

記された本店又は支店の排他的代表又は企業の共同代表に関する条項は，留保される。

＠ 企業は，企業を経営するか叉は代表する権限を与えられた者により行なわれた不法

行為に責任を負う（改正債務法718条参照〉。

22条企業を代表する権限を与えられた者は，企業の商号に自暑を加えるとし、う方法で
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署名をする（改正債務法719条参照〉。

23条取締役兼取締役は，企業を代表する権利を有する者の名前をその者に権利を授与

する旨の文書を提出することによって，登記のために商業登記担当者に通知する義務を負

う。これらの者は登記担当官吏の前で署名するか又は正式に公認された署名を官吏に届け

る（改正債務720条参照〉。

24条所有者兼取締役はいつでも任命した業務執行者，代理人及び受任者を解任するこ

とができる。解任された者の損害賠償訴訟は留保される（改正債務法726条参照〉。

c 支払不能の場合の義務的通知
25条 ① 企業に支払能力がないということを認める重大な理由が存在する場合には，

臨時貸借対照表が作成される。そこでは財産は市場価格で記載される。

② 資産が債務を償わない場合には，所有者兼取締役は裁判官にその旨通知する義務を

負う。

③裁判官は企業の破産を宣告する。裁判官はしかしながら，所有者兼取締役又は債権

者の申請により，企業の更生が可能であるように思われる場合には，破産宣告を延期する

ことができる（改正債務法725条参照〉。

第三章控 除

A 利益に対する権利

26条 ① 所有者兼取締役は，商業帳簿に関する節の規定に従って決められた年度貸借

対照表から生ずる純利益に対して権利を有する。

② その他のあらゆる控除は禁止される（改正債務法804条， 660条， 662条及び958条以

下参照〉。

B 金銭の返却

27条①企業の破産の場合には所有者兼取締役は，企業の債権者に対して破産宣告前

の最後の3年間の聞に不法に控除した金銭を返却する義務がある。

② 不当利得に関する規定の文言に従って要求される金銭の返却をする必要はない。

③裁判官は全事情を劃酌して自由に裁決する。

④ 返却訴権は5年の時効にかかる（改正債務法679条及び806条参照〉。

第四章相続及び譲渡

A 相続

28条① 相続に服する企業は，相続の終了まで相続の名前で、且つその利益で‘管理され

ることができる。

② その事実は商業登記簿に注記され且つ公告されなければならない。

③ 企業を引継ぐことを願う相続人が誰も存在しない場合，相続人がこの点でおり合わ

ない場合又は相続の終了前に買主を発見することができない場合には，企業は職権で解散
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される（Pisko23条参照）。

B 譲渡

29条①企業の所有者兼取締役は公正証書で権利を譲渡することができる。

②権利の譲渡は，新所有者を商業登記簿に登記したあとでのみ第3者に対抗すること

ができる（Pisko19条参照〉。

30条新所有者兼取締役の登記は，次の文書と同様に，商業登記所に寄託される譲渡証

書に基づいて行なわれる。

一 旧所有者と新所有者によって署名された譲渡のときに存在する企業財産の財産自

録

二財産目録に記載された全財・産が法律及ひ、定款に従って管理されるために自由な処

分にあるということを証明する企業の新所有者の宣言（Pisko19条参照〉

第五章責 任

A 発起人

31条有限責任個人企業を設立する者は，次の事項によって生ずる損害につき企業債権

者に対して責任を負う。

一故意、叉は過失によって充当表示に不正確な記載をすること

二故意、叉は過失によって不正確な記載がなされた証明書又は他の何かある文書を見

せて企業を商業登記簿に登記させること（改正債務法753条参照〉

B 所有者兼取締役及び清算人

32条 ① 所有者兼取締役は，故意又は過失でその義務に違反することにより生ずる損

害につき企業債権者に責任を負う。

② 故意、又は過失で法律又は定款の義務に違反する清算人は，企業の債権者及び所有者

兼取締役に生じた損害につき同様に責任を負う（改正債務法754条参照）。

c 破産の場合
33条 ①破産の場合債権者の権利は第一に破産管財人によって行使される。

②破産管財人が権利を放棄する場合には，全債権者は責任追及訴権が債権者に譲渡さ

れるよう請求することができる。債権者がかわって行使する訴権は，債務訴追及び破産に

関する連邦法 (laloi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite）の規定に従っ

て行使される（改正債務法756条〉。

D 債権者の訴権

34条企業債権者は破産開始のあとでのみ権利を主張することができる（改正債務法

758条参照〉。

E 時効

35条 ① 前の諸規定が定める責任訴権は，被害者が損害及び責任ある者を知った日か
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ら5年，且つあらゆる場合において損害の事実が生じた日から10年で時効にかかる。

② 損害賠償が刑法によりもっと長い期間の時効に服する犯罪から生ずる場合には，こ

の時効は民事責任に適用される（改正債務法760条参照〉。

F 裁判籍

36条訴訟は，すべての責任ある者に対して企業の所在地の裁判官の前で開始されるこ

とができる（改正債務法761条参照〉。

第六章解 散

A 解散原因

37条企業は次の事由によって解散させられる。

公正形式の所有者の宣言

一破産の開始

一法律で定められたその他の事由（改正債務法820条及び736条参照）

38条所有者兼取締役の破産の場合には破産管財人は企業の解散を請求することができ

る。同じ権利は所有者兼取締役の持分 (lapart）を差押えた債権者に認められる（改正債

務法793条参照〉。

B 商業登記簿への登記

39条破産によらない解散は，所有者兼取締役の請求により商業登記簿に登記される

（改正債務法821条参照〉。

C 清算

40条解散した企業は清算に入る（改正債務法738条参照）。

41条株式会社の規定は，清算人の任命及び解任，清算手続，商業登記簿における企業

の抹消及び｜帳簿の保存につき類推適用される（改正債務法823条参照〉。

42条所有者兼取締役は，定款が解散した企業の資産の利用につ美別段の定めをしない

限り，清算の残余財産に権利を有する（改正債務法660条参照）。

〔注〉 PGRニリヒテンシュタイン人及び会社法

Pisko = Piskoの有限責任個人企業に関する草案
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